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平成26年3月6日 

 

都道府県医師会 

担当理事 殿 

 

日本医師会        

常任理事 今村 定臣 

 

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等 

に関する特別措置法の遵守の徹底について 

 

今般、厚生労働省医政局総務課より、一部の医療機関において消費税の「転嫁拒否」の事案が発

生したことを受け、別添の通り、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害

する行為の是正等に関する特別措置法」の遵守の徹底に関する周知の協力依頼がありましたので、

貴会会員各位に周知方お願い申し上げます。 

なお、同措置法における消費税の「転嫁拒否」とは、法人の医療機関が、中小事業者（個人事業

者、資本金等の額が3億円以下である事業者等）から仕入れを行った際に、合理的な根拠なく通常

支払われる対価よりも低く定める行為である「買いたたき」等の行為を行った場合に該当します（「別

紙１ 転嫁拒否等の行為の是正」参照）。 

他方で、同措置法は、正当な価格交渉が行われるよう「便乗値上げ」等を禁止していることにご

留意ください（「別紙２ 便乗値上げ」参照）。同措置法のポイントを整理した「別紙３ 消費税の

転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置について(補足)」を添付いたしますのでご活用ください。 

また、本通知と同日付で都道府県医師会担当理事宛通知文「医薬品等に係る消費税率引上げへの

対応等について」をお送りしておりますので、併せてご参照ください。 



同措置法の概要につきましては、すでに、平成26年1月15日付都道府県医師会長宛通知文「消

費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法の遵守及の徹底について」（日医発第1029号）にて、ご案内しておりますのでご参照ください。 

 なお、ご不明な点がございましたら、年金・税制課までお問い合わせください。 

(問合せ先) 

日本医師会 年金・税制課（担当：宮澤） 

〒113-8621  東京都文京区本駒込2-28-16 

ＴＥＬ ： ０３－３９４２－６５１９   ＦＡＸ ： ０３－３９４２－６５０３ 

メールアドレス ： tmiyaza@po.med.or.jp 

 
 
 

[添付資料] 

○ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特

別措置法の遵守の徹底について（厚生労働省医政局総務課長、平成26年2月26日） 

○ 地方公共団体が設置する病院等の関係団体に対する要請について（公正取引委員会、平成26年2

月26日） 

○ 参考 消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問（抄） （公正取引委員会） 

○ 別紙１ 転嫁拒否等の行為の是正（パンフレット『消費税の円滑かつ適正な転嫁のために』（内

閣官房、内閣府、公正取引委員会、消費者庁、財務省）より抜粋） 

○ 別紙２ 便乗値上げ（パンフレット『消費税の円滑かつ適正な転嫁のために』（内閣官房、内

閣府、公正取引委員会、消費者庁、財務省）より抜粋） 

○ 別紙３ 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置について(補足) (日本医師会) 



 
 

医政総発０２２６第２号 

平成２６年２月２６日 

 

 

公益社団法人 日本医師会 殿 

 

 

厚生労働省医政局総務課長  

（ 公  印  省  略 ） 

 

 

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の 

是正等に関する特別措置法の遵守の徹底について 

 

 

標記につきまして、平成２５年１２月２６日付け医政総発１２２６第２号厚生労働省医

政局総務課長通知「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する

行為の是正等に関する特別措置法の遵守依頼について」により、法の遵守及び傘下会員へ

の周知をお願いしたところです。 

今般、一部の医療機関において、平成２６年４月の消費税率引上げ等に対応するため、

診療材料等を納入する事業者に対して、一律に３％以上の納入価格引下げを要請し、その

一部を受け入れさせる事案が発生し、公正取引委員会の指導が行われました。（別添資料

「地方公共団体が設置する病院等の関係団体に対する要請について」を御参照ください。） 

貴職におかれましては、上記の通知の内容について、既に傘下会員に御周知いただいて

いるところかと存じますが、改めてその徹底について御協力いただきますようお願いいた

します。 

 

なお、本通知と同日付けで、厚生労働省医政局長・医薬食品局長通知「医薬品等に係る

消費税率引上げへの対応等について」を貴職あてお送りしておりますので、併せて御配慮

いただきますようお願いいたします。 

 



 
地方公共団体が設置する病院等の関係団体に対する要請について 

 

平成２６年２月２６日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

 公正取引委員会は，地方公共団体が設置する病院に対する消費税転嫁対策特別措置

法に基づく調査結果を踏まえて，平成２６年２月２４日，関係団体に対し，病院を設

置する地方公共団体等が同法の適用対象となること，同法を遵守することを会員に対

して周知徹底するよう要請した。 

 

１ 調査結果の概要 

(1) 公正取引委員会は，消費税の転嫁拒否等の行為に対する調査を行ってきたとこ

ろ，地方公共団体が設置する病院が，本年４月の消費税率引上げ等に対応するた

め，診療材料等の納入業者に対して一律に納入商品の価格を３％以上引き下げる

旨を要請し，これを一部受け入れさせていたという事実が認められた。 

(2) この行為は，消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段（買いたたき）の規

定に違反するものであり，公正取引委員会は，平成２６年２月２０日，前記(1)

の病院を設置する地方公共団体に対し，同法第４条の規定に基づき，引き下げた

納入商品の価格を引下げ前の価格まで引き上げるとともに，引下げ時に遡って当

該価格を適用すること等の指導を行った。 

（注）「診療材料等」とは，注射針，ガーゼなどの医療現場で用いられる消耗品

及び血液等の検査に使用される薬品をいう。 

 

２ 要請の概要 

  前記１の調査の結果，病院を設置する地方公共団体が消費税転嫁対策特別措置法

第２条第１項第２号の「特定事業者」に該当し，指導の対象となったことから，公

正取引委員会は，平成２６年２月２４日，公益社団法人全国自治体病院協議会に対

し，病院を設置する地方公共団体等が同法の適用対象となること，同法を遵守する

ことを会員に対して十分に周知徹底することを要請した。 

 

 

 

 

  

  問い合わせ先 公正取引委員会事務総局取引部取引企画課      

          電話 ０３－３５８１－３３７１（直通） 

  ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 



 
３ その他の公正取引委員会の対応 

 (1) 公正取引委員会では，ホームページ上の「消費税の転嫁拒否等の行為に関する

よくある質問」コーナー（下記参照）に病院（地方公共団体が設置する病院等を

含む。）の設置者が消費税転嫁対策特別措置法上の特定事業者に該当し得る旨を

掲載し，周知を図った（参考「１ 消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある

質問（抄）」参照）。 

「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」コーナー 

http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-FAQ.html 

 

 (2) 本年４月の消費税率引上げを控え，これから事業者間の価格交渉がより活発に

なると考えられる。そのため，公正取引委員会は，今後も，情報収集や調査を積

極的に行い，違反行為が認められた事業者については迅速に指導するとともに，

重大な違反行為があると判断された場合には，勧告を行い，違反事業者の名称を

公表するなど，厳正に対処していく。 

 

 



１ 消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問（抄） 

 

○ 掲載済みのＱ＆Ａ 

Ｑ３ 都道府県や市町村などの地方公共団体や，独立行政法人なども消費税転嫁対策特別

措置法の特定事業者になりますか。 

   

Ａ 消費税転嫁対策特別措置法の特定事業者は，法人である事業者であれば該当する可能性

がありますので，地方公共団体や独立行政法人などの法人であっても，事業を行っていれ

ば特定事業者に該当します。 

 

○ 今般新たに掲載したＱ＆Ａ 

Ｑ１８ 当医療法人は，病院を開設していますが，消費税転嫁対策特別措置法の特定事業

者に該当しますか。 

 

Ａ 医療法人が病院や診療所を開設し，医薬品等の納入業者と継続的な取引があれば，特定

事業者に該当します。 

また，国，地方公共団体又は独立行政法人などが病院や診療所を開設している場合，当

該国，地方公共団体又は独立行政法人なども，上記と同様に納入業者と継続的な取引があ

れば，特定事業者に該当します。 

 

参 考 



２ 消費税転嫁対策特別措置法の概要（消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置） 

  

 ○ 特定事業者及び特定供給事業者の定義（第２条第１項・第２項） 

 

 特定事業者（転嫁拒否等をする側）（買手） 特定供給事業者（転嫁拒否等をされる側）（売手） 

① 大規模小売事業者 大規模小売事業者に継続して商品又は役務を

供給する事業者 

② 右欄の特定供給事業者から継続して商品又

は役務の供給を受ける法人事業者 

○資本金等の額が３億円以下の事業者 

○個人事業者等 

 

 

○ 特定事業者の遵守事項（第３条） 

    

                                             

                                             

                                             

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 違反行為者に対する措置（第４条・第６条） 

   ① 指導・助言（第４条） 

     特定事業者に対して，違反行為を防止又は是正するために必要な指導・助言を行う。 

 

   ② 勧告・公表（第６条） 

     違反行為があると認めるときは，特定事業者に対して，速やかに消費税の適正な転嫁に応じる

ことその他必要な措置をとるよう勧告し，その旨を公表する。 

                                          

① 減額，買いたたき（第３条第１号） 

 ・ 商品又は役務の対価の額を事後的に減額することにより，消費税の転嫁を拒否すること。 

 ・ 商品又は役務の対価の額を通常支払われる対価に比べて低く定めることにより，消費税

の転嫁を拒否すること。 

② 商品購入，役務利用又は利益提供の要請（第３条第２号） 

 ・ 消費税の転嫁に応じることと引換えに商品を購入させ，又は役務を利用させること。 

 ・ 消費税の転嫁に応じることと引換えに金銭，役務その他の経済上の利益を提供させること。 

③ 本体価格での交渉の拒否（第３条第３号） 

   商品又は役務の対価に係る交渉において本体価格（消費税を含まない価格）を用いる旨の申

出を拒むこと。 

④ 報復行為（第３条第４号） 

   特定供給事業者が公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを

理由として，取引の数量を減じ，取引を停止し，その他不利益な取扱いをすること。 



３ 参照条文 

 

○ 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する

特別措置法（抄）（平成二十五年法律第四十一号） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「特定事業者」とは，次に掲げる事業者をいう。 

 一 一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者（特定連鎖化事業（中小小売商業振興法

（昭和四十八年法律第百一号）第十一条第一項に規定する特定連鎖化事業をいう。）を行う

者を含む。）であって，その規模が大きいものとして公正取引委員会規則で定めるもの（以

下「大規模小売事業者」という。） 

 二 法人である事業者であって，次に掲げる事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける

もの（大規模小売事業者を除く。） 

  イ 個人である事業者 

  ロ 人格のない社団等（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをい

う。以下同じ。）である事業者 

  ハ 資本金の額又は出資の総額が三億円以下である事業者 

２ この法律において「特定供給事業者」とは，次に掲げる事業者をいう。 

 一 事業者が大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する場合における当該商品又は

役務を供給する事業者 

 二 前項第二号イからハまでに掲げる事業者が同号の特定事業者に継続して商品又は役務を供

給する場合における当該同号イからハまでに掲げる事業者 

３ （略） 

 

（特定事業者の遵守事項） 

第三条 特定事業者は，平成二十六年四月一日以後に特定供給事業者から受ける商品又は役務の

供給に関して，次に掲げる行為をしてはならない。 

 一 商品若しくは役務の対価の額を減じ，又は商品若しくは役務の対価の額を当該商品若しく

は役務と同種若しくは類似の商品若しくは役務に対し通常支払われる対価に比し低く定める

ことにより，特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むこと。 

 二 特定供給事業者による消費税の転嫁に応じることと引換えに，自己の指定する商品を購入

させ，若しくは自己の指定する役務を利用させ，又は自己のために金銭，役務その他の経済

上の利益を提供させること。 

 三 商品又は役務の供給の対価に係る交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の特定供

給事業者からの申出を拒むこと。 

 四 前三号に掲げる行為があるとして特定供給事業者が公正取引委員会，主務大臣又は中小企

業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として，取引の数量を減じ，取引を停止し，

その他不利益な取扱いをすること。 

 

 

 



（指導又は助言）  

第四条 公正取引委員会，主務大臣又は中小企業庁長官は，特定事業者に対し，前条の規定に違

反する行為を防止し，又は是正するために必要な指導又は助言をするものとする。 

 

（勧告）  

第六条 公正取引委員会は，特定事業者について第三条の規定に違反する行為があると認めると

きは，その特定事業者に対し，速やかに消費税の適正な転嫁に応じることその他必要な措置を

とるべきことを勧告するものとする。 

２ 公正取引委員会は，前項の規定による勧告をしたときは，その旨を公表するものとする。 
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は
、
次
の
類
型
で
す
。

❶
減
額
、
❷
買
い
た
た
き
、
❸
商
品
購
入
、
役
務（
サ
ー
ビ
ス
）利
用
、
利
益
提
供
の
要
請
、
❹
本
体
価
格
で
の
交
渉
の
拒
否
、

❺
報
復
行
為

Ⅰ Ⅱ

特
定
事
業
者（
買
手
）

特
定
供
給
事
業
者（
売
手
）

（
※
）
大
規
模
小
売
事
業
者
と
は
、一
般
消
費
者
が
日
常
使
用
す
る
商
品
の
小
売
業
者
で
あ
っ
て
前
事
業
年
度
に
お
け
る
売
上
高
が
10
0
億
円

　
　
　以
上
で
あ
る
事
業
者
や
一
定
の
面
積
の
店
舗
を
有
す
る
事
業
者
を
い
い
ま
す
。

大
規
模
小
売
事
業
者（
※
）

右
の
1
か
ら
3
の
事
業
者
か
ら
継
続

し
て
商
品
又
は
役
務（
サ
ー
ビ
ス
）
の

供
給
を
受
け
る
法
人
で
あ
る
事
業
者

（
大
規
模
小
売
事
業
者
を
除
く
。）

左
の
特
定
事
業
者
に
継
続
し
て
商
品
又
は
役
務

（
サ
ー
ビ
ス
）を
供
給
す
る
1
か
ら
3
の
事
業
者

1
個
人
事
業
者

2
人
格
の
な
い
社
団
等

3
資
本
金
等
の
額
が
３
億
円
以
下
で

　
あ
る
事
業
者

大
規
模
小
売
事
業
者
に
継
続
し
て

商
品
又
は
役
務（
サ
ー
ビ
ス
）を

供
給
す
る
事
業
者

特
定
事
業
者
と
特
定
供
給
事
業
者
と
の
適
用
関
係

消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

3

❶
 減
額

❷
 買
い
た
た
き
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１ 消 費 税 率 引 上 げ の

　
 趣 旨 ・ 消 費 税 の 性 格

２ 転 嫁 拒 否 等 の

 

　
行 為 の 是 正

３ 転 嫁 を 阻 害 す る 表 示 の 是 正 ４ 総 額 表 示 義 務 の 特 例 ５ 総 額 表 示 に 係 る

　

 景 品 表 示 法 の 適 用 除 外

６ 転 嫁 カ ル テ ル ・ 表 示 カ ル テ ル の

　

 独 占 禁 止 法 適 用 除 外

７ 便 乗 値 上 げ ８ 消 費 税 価 格 転 嫁 等

　

 総 合 相 談 セ ン タ ー

　
特
定
事
業
者
は
、
合
理
的
な
理
由
な
く
、
既
に
取
り
決
め
ら
れ
た
対
価
か
ら
、
事
後
的

に
減
じ
て
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
消
費
税
の
転
嫁
を
拒
否
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

〈
具
体
例
〉

▶
対
価
か
ら
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
全
部
又
は
一
部
を
減
じ
る
場
合

▶
本
体
価
格
に
消
費
税
額
分
を
上
乗
せ
し
た
額
を
商
品
の
対
価
と
す
る

旨
契
約
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
価
を
支
払
う
際
に
、
消
費
税

率
引
上
げ
分
の
全
部
又
は
一
部
を
対
価
か
ら
減
じ
る
場
合

▶
リ
ベ
ー
ト
を
増
額
す
る
又
は
新
た
に
提
供
す
る
よ
う
要
請
し
、
当
該
リ

ベ
ー
ト
と
し
て
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
全
部
又
は
一
部
を
対
価
か
ら

減
じ
る
場
合

【
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
減
額
と
は
な
り
ま
せ
ん
】

〈
具
体
例
〉

▶
商
品
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
や
、
納
期
に
遅
れ
た
場
合
等
、
特
定
供
給
事
業

者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
り
、
相
当
と
認
め
ら
れ
る
金
額
の
範
囲

内
で
対
価
の
額
を
減
じ
る
場
合

P
O
IN
T

　
特
定
事
業
者
は
、
合
理
的
な
理
由
な
く
、
通
常
支
払
わ
れ
る
対
価
に
比
べ
て
対
価
の
額

を
低
く
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
税
の
転
嫁
を
拒
否
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

〈
具
体
例
〉

▶
原
材
料
費
の
低
減
等
の
状
況
の
変
化
が
な
い
中
で
、
消
費
税
率
引
上

げ
前
の
対
価
に
消
費
税
率
引
上
げ
分
を
上
乗
せ
し
た
額
よ
り
も
低
い

対
価
を
定
め
る
場
合

▶
安
売
り
セ
ー
ル
を
実
施
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
大
量
発
注
な
ど
に
よ

る
特
定
供
給
事
業
者
の
コ
ス
ト
削
減
効
果
な
ど
の
合
理
的
理
由
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
引
先
に
対
し
て
値
引
き
を
要
求
し
、
消
費
税

率
引
上
げ
前
の
対
価
に
消
費
税
率
引
上
げ
分
を
上
乗
せ
し
た
額
よ
り

も
低
い
対
価
を
定
め
る
場
合

▶
商
品
の
量
目
を
減
ら
し
、
対
価
を
消
費
税
率
引
上
げ
前
の
ま
ま
据
え

置
い
て
定
め
た
が
、
そ
の
対
価
の
額
が
量
目
を
減
ら
し
た
こ
と
に
よ
る

コ
ス
ト
削
減
効
果
を
反
映
し
た
額
よ
り
も
低
い
場
合

　
注
　
 「
通
常
支
払
わ
れ
る
対
価
に
比
べ
て
対
価
の
額
を
低
く
定
め
る
こ
と
」
と

は
、
具
体
的
に
は
、
特
定
事
業
者
と
特
定
供
給
事
業
者
と
の
間
で
取
引
し
て

い
る
商
品
又
は
役
務
（
サ
ー
ビ
ス
）
の
消
費
税
率
引
上
げ
前
の
対
価
に
消
費

税
率
引
上
げ
分
を
上
乗
せ
し
た
額
よ
り
も
低
く
定
め
る
こ
と
で
す
。

【
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
買
い
た
た
き
と
は
な
り
ま
せ
ん
】

〈
具
体
例
〉

▶
大
量
発
注
、
共
同
配
送
、
共
同
購
入
な
ど
に
よ
り
、
特
定
供
給
事
業
者
に
も
客
観
的
に
コ
ス
ト
削
減
効
果
が
生
じ
て
お
り
、
当
事
者
間

の
自
由
な
価
格
交
渉
の
結
果
、
コ
ス
ト
削
減
効
果
を
対
価
に
反
映
さ
せ
る
場
合

4
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❸
 商
品
購
入
、役
務
利
用
、利
益
提
供
の
要
請

❹
 本
体
価
格
で
の
交
渉
の
拒
否

❺
 報
復
行
為

　
特
定
事
業
者
は
、
消
費
税
の
転
嫁
を
受
け
入
れ
る
代
わ
り
に
、
特
定
事
業
者
の
指
定
す

る
商
品
を
購
入
さ
せ
た
り
、
役
務（
サ
ー
ビ
ス
）
を
利
用
さ
せ
た
り
、
ま
た
、
経
済
上
の
利

益
を
提
供
さ
せ
る
行
為
を
行
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

〈
具
体
例
〉

▶
消
費
税
率
引
上
げ
分
の
全
部
又
は
一
部
を
上
乗
せ
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
代

わ
り
に
、

●
取
引
先
に
デ
ィ
ナ
ー
シ
ョ
ー
の
チ
ケ
ッ
ト
の
購
入
、
自
社
の
宿
泊
施
設
の
利

用
等
を
要
請
す
る
場
合

●
本
体
価
格
の
引
下
げ
に
応
じ
な
か
っ
た
取
引
先
に
対
し
、
毎
年
定
期
的
に
一

定
金
額
分
購
入
し
て
き
た
商
品
の
購
入
金
額
を
増
や
す
よ
う
要
請
す
る
場
合

●
消
費
税
の
転
嫁
の
程
度
に
応
じ
て
、
取
引
先
ご
と
に
目
標
金
額
を
定
め
、
協

賛
金
を
要
請
す
る
場
合

●
通
常
必
要
と
な
る
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
な
く
、
取
引
先
に
対
し
、
従
業
員

等
の
派
遣
又
は
増
員
を
要
請
す
る
場
合

●
取
引
先
に
対
し
、
取
引
の
受
発
注
に
係
る
シ
ス
テ
ム
変
更
に
要
す
る
費
用
の

全
部
又
は
一
部
の
負
担
を
要
請
す
る
場
合

　
特
定
事
業
者
は
、価
格
交
渉
を
行
う
際
、特
定
供
給

事
業
者
か
ら
本
体
価
格（

※
） で
の
交
渉
の
申
出
を
受
け

た
場
合
に
は
、そ
の
申
出
を
拒
否
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

（
※
）消
費
税
を
含
ま
な
い
価
格

〈
具
体
例
〉

▶
本
体
価
格
で
の
交
渉
を
申
し
出
た
際
に
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
場
合

▶
特
定
供
給
事
業
者
が
本
体
価
格
と
消
費
税
額
を
別
々
に
記
載
し
た
見

積
書
等
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
税
込
価
格
で
の
見
積
書
等
を
再
提
出
さ

せ
る
場
合

▶
税
込
価
格
し
か
記
載
で
き
な
い
見
積
書
等
の
様
式
を
定
め
、
そ
の
使

用
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
場
合

　
特
定
事
業
者
は
、
消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
が
あ
る
と
し
て
、
特
定
供
給
事
業
者

が
公
正
取
引
委
員
会
等
に
そ
の
事
実
を
知
ら
せ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
取
引
数
量
を
減
じ

た
り
、
取
引
を
停
止
し
た
り
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
行
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

P
O
IN
T

P
O
IN
T

P
O
IN
T
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１ 消 費 税 率 引 上 げ の

　
 趣 旨 ・ 消 費 税 の 性 格

２ 転 嫁 拒 否 等 の

 

　
行 為 の 是 正

３ 転 嫁 を 阻 害 す る 表 示 の 是 正 ４ 総 額 表 示 義 務 の 特 例 ５ 総 額 表 示 に 係 る

　

 景 品 表 示 法 の 適 用 除 外

６ 転 嫁 カ ル テ ル ・ 表 示 カ ル テ ル の

　

 独 占 禁 止 法 適 用 除 外

７ 便 乗 値 上 げ ８ 消 費 税 価 格 転 嫁 等

　

 総 合 相 談 セ ン タ ー

消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
に
対
し
て
は
、
政
府
一
丸

と
な
っ
て
監
視
・
取
締
り
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

●
公
正
取
引
委
員
会
、
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
等
、
中
小
企
業
庁
長
官
は
、
特
定
事
業
者
な
ど
に
対
し
て
、
報
告
を
求

め
た
り
、
立
入
検
査
を
行
い
ま
す
。

●
公
正
取
引
委
員
会
、
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
等
、
中
小
企
業
庁
長
官
は
、
特
定
事
業
者
に
対
し
て
、
違
反
行
為
を
防

止
又
は
是
正
す
る
た
め
に
、
必
要
な
指
導
を
行
い
ま
す
。

●
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
等
、
中
小
企
業
庁
長
官
は
、
違
反
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対

し
て
、
適
当
な
措
置
を
と
る
よ
う
求
め
る
措
置
請
求
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
違
反
行
為
が
多
数
の
特
定
供
給
事
業
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
や
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
場
合
な

ど
に
は
必
ず
措
置
請
求
を
行
い
ま
す
。

●
公
正
取
引
委
員
会
は
、
違
反
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
消
費
税
の
適
正
な
転
嫁
に
応
じ
る
こ
と
そ

の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
勧
告
し
、
そ
の
旨
を
公
表
し
ま
す
。

（
注
）
建
設
業
、
宅
地
建
物
取
引
業
、
不
動
産
鑑
定
業
、
浄
化
槽
工
事
業
、
解
体
工
事
業
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
も
検
査
や
指
導
、

公
正
取
引
委
員
会
に
対
す
る
措
置
請
求
を
行
い
ま
す
。

（
注
）
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
で
も
、
独
占
禁
止
法
違
反
行
為
や
下
請
法
違
反
行
為
に
つ
い
て
は
、

公
正
取
引
委
員
会
に
お
い
て
、
厳
正
に
対
処
し
ま
す
。

公
正
取
引
委
員
会

中
小
企
業
庁
長
官

主
務
大
臣

特
定
供
給
事
業
者

（
売
手
）

0
3
-3
5
81
-5
4
71

　
　
　
　
　
（
代
表
）

公
正
取
引
委
員
会

取
引
企
画
課

２
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先

特
定
事
業
者

（
買
手
）

転
嫁
拒
否
等

の
行
為

（
書
面
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

（
書
面
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

地
方
公
共

団
体
等

情
報
提
供

措
置
請
求

勧
　
告

報
告
徴
収
・
立
入
検
査

報
告
徴
収
・
立
入
検
査

指
　
導

勧
告
と
同
時
に
公
表

消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
に
対
す
る
ス
キ
ー
ム
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便
乗
値
上
げ

� 便
乗
値
上
げ
と
は

　
今
回
の
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
当
た
っ
て
は
、
個
々
の
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
が
、
新
た
な
税
負
担
に
見
合
っ
た
幅
で
上

昇
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
者

が
、
他
に
合
理
的
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
率
の

上
昇
に
見
合
っ
た
幅
以
上
の
値
上
げ
を
す
る
場
合
、
そ
れ
は
便

乗
値
上
げ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
一
般
に
、
個
々
の
商
品
な
ど
の
価
格
は
、
自
由
競

争
の
下
で
市
場
条
件
を
反
映
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
便
乗
値
上
げ
に
該
当
す
る
の

か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
税
負
担
の
変
化
に
よ

る
上
昇
幅
を
超
え
て
い
る
か
と
い
う
点
の
ほ
か
、
商
品
な
ど
の

特
性
、
需
給
の
動
向
や
コ
ス
ト
の
変
動
な
ど
、
種
々
の
要
因
を

総
合
的
に
勘
案
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
課
税
さ
れ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
本

体
価
格
が
全
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
な
ど

が
行
わ
れ
た
後
の
価
格
は
、総
額
表
示
（
税
込
価
格
）
の
場
合
、

税
抜
価
格
の
場
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

１
万
円
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
値
上
げ
に
つ
い
て

（
※
）
本
体
価
格
は
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
後
も
従
前
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

1
 総
額
表
示（
税
込
価
格
） で

   
  　
　
１
万
円
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合

2
 税
抜
価
格
で

　
　
　
 １
万
円
と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合

便
乗
値
上
げ
は
、い
け
ま
せ
ん
。

～
消
費
者
の
生
活
に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。～
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便
乗
値
上
げ
の
よ
う
に
見
え
て
、
便
乗
値
上
げ
に
当
た
ら
な
い
も
の
2

～
免
税
事
業
者
が
仕
入
価
格
に

　
　
　
　
　
　
含
ま
れ
る
税
額
を
転
嫁
す
る
場
合
～

１ 消 費 税 率 引 上 げ の

　
 趣 旨 ・ 消 費 税 の 性 格

３ 転 嫁 を 阻 害 す る 表 示 の 是 正 ４ 総 額 表 示 義 務 の 特 例 ５ 総 額 表 示 に 係 る

　

 景 品 表 示 法 の 適 用 除 外

８ 消 費 税 価 格 転 嫁 等

　

 総 合 相 談 セ ン タ ー

２ 転 嫁 拒 否 等 の 行 為 の 是 正 ６ 転 嫁 カ ル テ ル ・ 表 示 カ ル テ ル の

　

 独 占 禁 止 法 適 用 除 外 ７ 便 乗 値 上 げ

1
 課
税
事
業
者

2
 免
税
事
業
者

付
加
価
値

A
a

B
b

本
体
価
格

消
費
税

売 上 げ
仕 入 価 格

3％
5％

付
加
価
値

A
a

B
b

本
体
価
格

消
費
税

売 上 げ
仕 入 価 格

3％
5％

消
費
者
庁
消
費
生
活
情
報
課
　0
3
-3
5
0
7
-8
8
0
0（
代
表
）

７
に
対
す
る
問
い
合
わ
せ
先

便
乗
値
上
げ
の
よ
う
に
見
え
て
、
便
乗
値
上
げ
に
当
た
ら
な
い
も
の
1

～
事
業
全
体
で
適
正
な
転
嫁
を
し
て
い
る
場
合
～

　
 あ
る
特
定
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
、
他
に
特
段
の
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
体
価
格
の
３
％
を
超
え
る
値
上
げ
が
行

わ
れ
た
場
合
、
そ
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
だ
け
を
見
る
と
、
便
乗
値
上
げ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
事
業
者
が
、
事
業
全
体

と
し
て
税
率
変
更
に
見
合
っ
た
適
正
な
転
嫁
を
し
て
い
れ
ば
、
便
乗
値
上
げ
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。

　
免
税
事
業
者
が
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
て
値
上
げ
を
す
る
場
合
、
一
見
便
乗
値
上
げ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
免
税
事

業
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
仕
入
価
格
に
は
消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
価
格
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
便
乗

値
上
げ
に
当
た
り
ま
せ
ん
。

［
端
数
処
理
］

各
種
の
運
賃
な
ど
、
取
引
慣
行
や
利
用
者
の
便
宜
な
ど
を
考
慮
し
て
10
円
単
位
で
税
込
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
場
合
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
据

置
き
と
す
る
反
面
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
３
％
を
超
え
る
値
上
げ
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

事
業
全
体
と
し
て
適
正
な
転
嫁
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
例

免
税
事
業
者
が
仕
入
価
格
に
含
ま
れ
る
税
額
を
転
嫁
す
る
場
合
に
つ
い
て

（
区
間
Ａ
、
Ｂ
と
も
に
総
額
表
示
）

区
間
Ａ

（
8
5
万
人
利
用
）
15
0円

➡
15
0円

据
置
き

（
引
上
げ
率
＝
0.
00
％
）

区
間
Ｂ

（
7
5
万
人
利
用
）
18
0円

➡
19
0円

10
円
引
上
げ

（
引
上
げ
率
＝
5.
56
％
）

事
業
全
体
の

売
上
げ

26
2.
5

（
百
万
円
）
➡

27
0.
0

（
百
万
円
）

増
加
率
＝
2.
85
％

※
上
記
の
事
例
は
、
実
際
の
運
賃
な
ど
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

理
論
的
に
は
、
総
額
表
示
（
内
税
）
の
商
品
に
つ
い
て

本
体
価
格
が
一
定
で
あ
る
場
合
、
税
率
が
５
％
か
ら
８

％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（
10
8-
10
5）
/1
05
=
2.
85
％

の
値
上
げ
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
左
の
事
業
者
の
例
で
は
、
事
業
全
体
と

し
て
の
売
上
げ
増
が
理
論
値
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
区
間
Ｂ
に
つ
い
て
5
.5
6
％
の
引
上
げ
が
あ
る
こ
と

を
も
っ
て
便
乗
値
上
げ
で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
課
税
事
業
者
で
は
、

ａ
＋
ｂ
の
値
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
税
義
務
者
と
し
て
、
Ａ
に
加
え
新
た
に
ａ
の
納
税
を
行
う
。

ｂ
に
つ
い
て
は
仕
入
価
格
の
上
昇
と
し
て
負
担
。

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
免
税
事
業
者
で
は
、
仕
入
価
格
が
高
く

な
っ
た
分
（
＝
ｂ
）
の
値
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ａ
の
納
税
を
行
う
必
要
が
な
い
の
で
、 ａ
＋
ｂ
の
値
上
げ
は
予
定
さ
れ

て
い
な
い
。
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別紙３ 

 

消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置について（補足） 

 
 
消費税転嫁対策特別措置法において、特定事業者(1)は，特定供給事業者(2)に対

し，以下に掲げる消費税の転嫁拒否等の行為(3)を行ってはならないこととされて

います。 

 
（1） 特定事業者（転嫁拒否等をする側、買手） 

特定供給事業者(2)から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者 
例えば、病院や診療所を経営する医療法人 

 
（2） 特定供給事業者（転嫁拒否等をされる側、売手） 

① 資本金等の額が３億円以下の事業者 
② 個人事業者等 
例えば、医療材料の納入業者、業務の外注先（いずれも中小事業者） 

 
（3） 消費税の転嫁拒否等の行為（詳しくは別紙１参照） 

① 減額  
② 買いたたき  
③ 商品購入，役務利用又は利益提供の要請  
④ 本体価格での交渉の拒否  
⑤ 報復行為（公正取引委員会へ通報した納入業者への報復） 
ただし、当事者間の自由な価格交渉の結果として、新薬価への対応を行う

場合など、合理的な理由がある場合には、ただちに問題とはなりません。 

 
 

他方で、同法においては、正当な価格交渉が行われるよう「便乗値上げ」等

が禁止されていることにもご留意ください。（詳しくは別紙２参照） 

 
 

以上 




